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独立行政法人農林漁業信用基金の業務・組織全般の見直し【漁業信用保険業務 （抜粋）】

平成２９年８月

財 務 省

農 林 水 産 省

１．基本的な考え方

我が国の農林水産業の現場を取り巻く状況は厳しさを増していることから、これを取

り巻く環境の変化に対応し、農林水産業の競争力強化を加速させていくことが必要にな

っている。

（農業・林業に係る記述のため、省略）

水産業については、漁船の高船齢化、漁業者の減少・高齢化の進行など水産物の生産

体制が脆弱化していることから、産業としての生産性の向上と所得の増大を図るため、

「浜」単位での所得向上の取組や沖合・遠洋漁業の国際競争力の強化を総合的かつ計画

的に実施することとされている。このためには制度資金による融資及び漁業信用保証保

険制度による経営支援の的確な実施が必要であり 「水産基本計画 （平成29年４月28日、 」

閣議決定）において 「漁業関係制度資金や漁業信用保証保険制度は、資金の円滑な融、

通を通じて漁業者等の経営にとって極めて重要な役割を果たしていることから、引き続

き、漁業者等の資金の借入や信用保証に係る負担軽減等を推進する」とされた。

これらの各基本計画に基づいて、農林水産業の競争力を強化するためには、農林漁業

者等が必要とする資金が円滑に融通される必要がある。農林漁業経営は、自然条件に左

右されるなどの農林漁業の特性から、信用力が乏しく、民間金融機関からの経営に必要

な資金の借入が難しい状況にあることから、公的な信用補完制度として、農林漁業の信

用保証保険制度が設けられている。

独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という ）は、農林漁業の信用保。

証保険制度を運営する組織として、農業・漁業の信用基金協会が行う債務保証等の保険

の業務、林業者等の融資機関からの借入等に係る債務保証の業務を行うことにより、農

林漁業者等の信用力を補完し、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって

農林漁業の健全な発展に資することを目的としており、農林漁業者等の資金調達に重要

な役割を果たしている。

（農業・災害補償に係る記述のため、省略）

こうしたことを踏まえ、信用基金の業務及び組織については、国の政策実施機関とし

て機能の最大化を図りつつ、業務の質の向上及び業務運営の効率性を図るため、以下の

見直しを行う。

２．事務及び事業の見直し

（１）農業信用保険業務

資料４
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（ 中 略 ）

（２）林業信用保証業務

（ 中 略 ）

（３）漁業信用保険業務

＜講じる措置＞

中小漁業者等の経営に必要な資金の円滑な融通を図るために、漁業信用基金協会が

中小漁業者等の資金の借入に際して債務保証を行い、当該債務保証について全国レベ

ルでのリスク分散等を行う信用基金の漁業信用保険業務については、引き続き実施す

る。

業務の実施にあたっては、以下の措置を講じることとする。

① 適切な保険料率の設定

保険料率については、中小漁業者等の負担にも配慮しつつ、収支均衡を目指すため、現

中期目標期間の事故率等を十分踏まえ、保険料率水準の点検を実施し、適正な保険料率と

なるよう、今後も不断の見直しを行う。

② 求償権の回収向上への取組

漁業信用基金協会の求償権の行使による回収については、漁業信用基金協会の求

償権残高や大口回収の状況の影響を受けるものであるが、引き続き漁業信用基金協

会と求償権の管理・回収に向けた協議等を実施し、漁業信用基金協会の回収が進む

よう、回収向上に向けた取組を着実に行う。

＜背景・理由＞

漁業信用保証保険制度は、信用力の乏しい中小漁業者等の信用力を補完し、漁業経

営に必要な資金の円滑な融通を図るといった重要な役割を果たしていることから、漁

業信用保険業務を引き続き実施する必要がある。

漁業の保険料率については、水産資源の状況や気象条件等により水揚げが不安定で

あるなどの漁業特有のリスクを勘案して設定されるものであるが、中小漁業者等の負

担が過度に大きくならないよう、平成20年４月から、現行の保険料率が適用されてい

る。引き続き収支均衡を目指すため、現中期目標期間の事故率等を十分踏まえ、保険料率

水準の点検を実施し、必要に応じて見直しを行う必要がある。

漁業信用基金協会の求償権の行使による回収については、漁業信用基金協会の求償

権残高や大口回収の状況の影響を受けるものであるが、健全な財務内容により安定的

かつ継続的な業務運営を行う必要があることから、引き続き、漁業信用基金協会の回

収が進むよう、連携を強化し、回収向上に向けた取組を着実に行う必要がある。

（４）農業災害補償関係業務

（ 中 略 ）
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（５）漁業災害補償関係業務

（ 中 略 ）

３．組織の見直し

＜講じる措置＞

引き続き、現在の組織形態を維持する。

＜背景・理由＞

信用基金は、信用力が乏しい農林漁業者等の信用力を補完し、経営に必要な資金の

円滑な融通を図るために設けられた農林漁業の信用保証保険制度を円滑に運営する必

要があるとともに、農業・漁業の災害補償制度を円滑に運営するため必要な貸付け等

を的確に行う必要があることから、引き続き現行の組織形態を維持し、役割を果たす

必要がある。

４．その他

上記２及び３に加え、業務全般について、以下の取組を行う。

（１）業務運営体制の整備

① 管理運営の効率化

これまで、各業務の見直しを実施し、効率的な業務運営に努めてきたところであ

るが、引き続き、効率的な業務運営、管理業務の簡素化等に努める。

② ガバナンスの高度化

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針 （平成25年12月24日閣議決定）等」

を踏まえ、理事長の意思決定を補佐するための役員会、民間等の出資者や外部の有

識者で構成し重要事項を審議する運営委員会、内部統制に係る取組状況等を審議す

る内部統制委員会、リスク管理基本方針の設定やリスク分析・評価等を行うリスク

管理委員会を設置するなど、ガバナンスの高度化を図っているところであり、引き

続き、内部統制システム及び監事機能の実効性の向上に努める。

③ 情報セキュリティ対策

「サイバーセキュリティ戦略 （平成27年９月４日閣議決定）等の政府の方針を」

踏まえ、引き続き、サイバー攻撃等の脅威への対処に万全を期するとともに、保有

個人情報の保護を含む適切な情報セキュリティ対策を推進する。

また、情報セキュリティに係る専門知識を有する専門家による知見を活用するた

め、外部の専門家を配置し体制を整備する。

④ 電子化の推進

業務運営の簡素化及び効率化を図るため、ＩＴの活用等により、電子決裁や情報

デジタル化（ペーパーレス化）の取組により、業務の電子化を推進する。

⑤ 保険料、保証料、貸付金利息の確実な徴収

現中期目標期間において保険料・保証料に係る誤請求、未徴収、過徴収事案が発

生したことを踏まえ、再発防止策を講じていることから、再発防止策を着実に実施

し、保険料、保証料、貸付金利息の確実な徴収を行う。
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（２）財務内容の改善

① 業務収支の改善

信用基金が政策実施機関として健全な財務内容により安定的かつ継続的な業務運

営を行う必要があるとの観点から、勘定ごとの業務収支について、長期的に収支均

衡を図る。

特に、林業信用保証業務については、現中期目標に掲げる保証料の増加の達成が

難しい状況にあることから、業務収支の黒字化に資するよう、上記２の（２）の①

及び②などの取組を着実に実施することにより、林業・木材産業の成長産業化に向

けた林業信用保証制度の利用拡大と保証料収入の確保に努める。

② 調達の合理化

「独立行政法人による調達等合理化の取組推進について （平成27年５月25日総」

務大臣決定）等を踏まえ、引き続き、公正かつ透明な調達手続による迅速かつ効果

的な調達を実現する観点から、信用基金内の推進体制を整備し、契約監視委員会・

、 「 」 、契約審査委員会を活用するとともに 毎年度 調達等合理化計画 を策定・公表し

実施状況について評価・公表を行う。

また、一般競争入札等を原則としつつも、随意契約ができることができる事由を

会計規程等において明確化し、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施す

る。

（３）上記（１）及び（２）のほか、閣議決定等に示された政府方針に基づく取組につい

て、着実に実施する。


